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2021年12月1日 
freeeを利用して改正電子帳簿保存法（2022年1月施行）に則り電子保存を行う場合の社内ルールのテンプレート
です。利用方法の詳細は以下のfreeeヘルプセンターをご覧ください。 
　▼ 【ヘルプセンター】電子帳簿保存法の開始準備をする 
　https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410129947801 
※このドキュメントは、左上の「ファイル」というメニューから「ダウンロード」可能な設定になっています。 

 
 

電子帳簿保存法に係る事務手続及び各事務の処理を定めた規程 

全体について 

（目的） 
1.​ この規程は、freee会計を活用して、電子帳簿保存法が求める事務手続及び各事務処理に関す

る事項を定め、適正に電子保存することを目的とする。 
 
（運用体制） 

2.​ freee会計を活用した電子保存の運用に当たっては、管理責任者を置くものとし、管理責任者は、
取引書類の受領者及び電子化作業担当者を管理し、法令等の定めに則って電子保存が行われ
ることに責任をもつ。なお、管理責任者は、必要に応じて、電子化・保存作業を外部委託できるも
のとし、その場合、外部委託業者が必要な法令等の知識と技能を持つことを確認する。 

·​ [管理責任者　freee会計の管理者権限をもつ者とする] 
 

（保存期間） 
3.​ freee会計に保存する [帳簿・決算書類・電子化したファイル・電子取引等] のデータは、国税に関

する法律の規定により保存しなければならないとされている期間まで保存する。 
 
（電子保存を開始する日） 

4.​ この規程は、 [2022年1月1日] から施行する。施行時点でリリースされていないfreee会計の電子
帳簿保存法に係る一部の機能については、リリースされ次第利用を開始するものとし、この規程
に定める保存までの期間に処理するものとする。 

A. 電子帳簿保存について 

（入力担当者） 
1.​ 仕訳データ入出力は、所定の手続を経て承認された証票書類に基づき、入力担当者が行う。  

 
（仕訳データの入出力処理の手順）  

2.​ 入力担当者は、原則として、次の期日までに仕訳データの入力を行う。  
·​ [現金、預金、手形に関するもの　 取引日から1か月以内] 
·​ [売掛金に関するもの 　請求書の発行日の翌日から1か月以内]  
·​ [仕入、外注費に関するもの　 検収日の翌日から1か月以内] 
·​ [その他の勘定科目に関するもの 　取引に関する書類を確認してから1カ月以内]  

 
（仕訳データの入力内容の確認） 

3.​ 入力担当者は、仕訳データを入力した日に入力内容の確認を行い、入力誤りがある場合は、こ
れを速やかに訂正する。  

 
（管理責任者の確認）  

4.​ 管理責任者は、入力担当者が入力したデータの確認を速やかに行う。 
 
（管理責任者の確認後の訂正又は削除の処理） 

5.​ 管理責任者の確認後、仕訳データに誤り等を発見した場合には、入力担当者は、管理責任者の
承認を得た上でその訂正又は削除の処理を行う。  

 
（訂正又は削除記録の保存） 

 

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410129947801


 

6.​ 5の場合は、管理責任者は訂正又は削除の処理を承認した旨の記録を残す。 

B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存について 

（処理手順） 
1.​ 「A. 電子帳簿保存について」に定める処理手順を準用する。 

 
（保存対象） 

2.​ 電子で保存する対象書類は以下とする。 
·​ freee会計で作成する決算関係書類 
·​ 自社がfreee会計で作成し紙で発行した取引書類 

C. スキャナ保存について 
（対象書類・保存までの時期） 

1.​ 取引先から受領した書類のうち、スキャナ保存を行う書類は次に掲げる書類とし、受領からfreee
会計に保存するまで期間は次に定めるとおりとする。 

·​ [請求書　最長2か月] 
·​ [領収書　最長2か月] 
·​ [契約書　最長2か月] 
·​ [納品書　最長2か月] 
·​ [見積書　適時] 
·​ [注文書　適時] 

※参考 
●​ スキャナ保存したい対象を記載します。合理的に対象を規定することができれば、支社ごと・

取引先ごとなど、対象を絞ってスキャナ保存することも可能です。 
●​ 法令上、お客様の事業所の「業務の処理に係る通常の期間（＝最長2か月）を経過した後、速

やかに（＝おおむね7営業日）保存する」ことが必要とされています。つまり、社内ルールで業
務処理期間を2か月と定めた場合、最長で約70日以内にfreeeのファイルボックスに保存すれ
ばOKです。 

●​ 資金や物の流れに直結・連動する「重要書類」は2か月以内に入力する必要がある一方、「一
般書類」（見積書・注文書・検収書等）は入力期間の制限は電帳法上はありません。業務サイ
クルに合わせて設定しましょう。（例：1月～6月に受領したものは8月末まで、7月～12月に受
領したものは2月末まで） 

（保存の手順） 
2.​ 真実性を確保するため、前項に定める取引書類の受領者または電子化作業担当者がスキャニン

グまたは撮影を行い、電子化したファイルを前項に定める「保存までの時期」に従いfreee会計の
ファイルボックスにアップロード（以下「保存」という。）を行う。freee会計に保存した後は、freee会
計の電子帳簿保存機能を利用し、訂正削除履歴を記録する。 

3.​ 受領者または電子化作業担当者は、スキャニングまたは撮影の際、電子化したファイルが紙と同
等の真実性及び可視性を確保できていることを確認する。当該電子化したファイルをfreee会計
に保存できたことを確認した後に紙原本を廃棄できるものとする。確認に当たっては、特に次の
事項に留意する。 

·​ 帳票ごとに1つの電子化したファイルとし、裏面がある場合は裏面もスキャニングまたは
撮影 

4.​ 電子化したファイルのうち、見積書・注文書等の一般書類以外の書類については、freee会計に
次に定める事項を記録する。 

·​ 解像度（画像の解像度が不明な場合は画素数とする。） 
·​ 階調 
·​ 紙原本の書類サイズ（A4を超えるサイズの場合に限る。） 

5.​ 業務処理上やむを得ない事情で前項に定める「保存までの時期」（最長2か月）を超過したもの
は、管理責任者の管理の下、備考欄にその理由を記載した上でfreee会計に保存するとともに、
紙原本を併せて保存する。 

6.​ 一度freee会計に保存した電子化したファイルに差し替えまたは記録事項に修正等が必要となっ
た場合には、管理責任者の管理の下、当初保存した電子化ファイルを第一版とし、差し替え後ま
たは記録事項修正後の電子化ファイルを第二版として、差し替えまたは記録事項の修正等が必
要となった理由を記録した上で保存する。なお、原本である紙の取引書類自体に変更があった場
合には、紙原本が二つあることから、両方のファイルを第一版として保存する。 
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（見読性の確保） 

7.​ 見読性を確保するため、原則として電子化したファイルの保存時に次の情報（検索項目）を付加
し、保存時に記録できない場合には、決算終了後遅滞なく記録するものとする。 

·​ 取引日付 
·​ 取引金額 
·​ 取引先名称 

8.​ freee会計の仕訳帳の検索機能及びファイルボックスの検索機能のいずれかまたは双方を用い、
検索性及び帳簿との関連性を確保するものとする。 

 
（電子化に利用するデバイス） 

9.​ スキャニングまたは撮影に用いるデバイスは、次の要件を満たせるものを利用する。 
·​ 解像度200dpi（画素数の場合、縦2,338画素、横1,654画素）以上で鮮明に電子化がで

きる 
·​ カラー画像による読み取り（赤・緑・青それぞれ 256階調（約 1677 万色）以上、24ビット/

ピクセル）ができる 
10.​電子化したファイルを画面や書面に速やかに出力ができるよう、JIS X 6933又はISO12653-3テ

ストチャートの４ポイント文字が認識でき、電子化したファイルを拡大縮小表示ができる14インチ
以上のカラーディスプレイやカラープリンターを利用する。 

D. 電子取引データ保存について 
（電子取引の範囲と対象データ） 

1.​ 電子取引の範囲は次に掲げる取引とする。各取引について、取引日・金額・取引先等の取引関
係情報を保存するものとする。 

·​ [freee会計のスマート請求書機能を利用した請求書等の授受] 
·​ [スマート受発注を利用した請求書等の授受] 
·​ [freee会計の口座にデータ連携をした銀行やクレジットカード等の利用明細] 
·​ [電子メールを利用した請求書等の授受] 

2.​ freee会計の機能を利用して授受した取引関係情報については、freee会計において取引書類発
行以降の訂正削除履歴を記録、または、訂正削除ができない機能を利用するものとする。データ
連携機能の一時停止等により業務上やむを得ない場合には、システム連携以外の方法を用い、
連携先データの内容を正しくfreee会計にデータ入力を行う。 

3.​ 電子メール等のfreee会計外で授受した取引関係情報については、freee会計のファイルボックス
に保存することとし、ファイルボックスの電子帳簿保存機能により、授受した電子ファイル等の訂
正削除履歴を残すものとする。 

 
（訂正削除の原則禁止） 

4.​ 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。 
 

（訂正削除を行う場合） 
5.​ 業務処理上やむを得ない理由によって取引関係情報を訂正または削除する場合は、管理責任

者の承認を得た上で、入力担当者等がfreee会計の当該取引関係情報またはファイルボックスの
備考欄等に訂正または削除が必要な理由を記載し、訂正または削除を行う。管理責任者は、正
当な理由があると認める場合のみ承認するものとし、訂正または削除の作業内容を管理する。 
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